
 

 

              

 

 

鎌ケ谷市の公立保育園では、一緒に働いてくれる方を募集しています。 

子どもが好きな方・保育士の仕事に興味のある方・保育士として働くことを考えている方・いろ

いろな仕事があるので連絡してくださいね！！ 

  Ｑ 資格が必要？                           

『保育士』として働くには資格と保育士登録が必要となります。有資格者は、保育を実践していた

だきます。 

雇用形態は、フルタイム会計年度任用職員（月給制）・パートタイム会計年度任用職員（時給制）

があります。 

 Ｑ 資格がないから働けない… 

大丈夫！無資格でも保育員（時給制）という職種があります。 

・朝夕の短時間での勤務です 

Ｑ どんな仕事をすればいいの？ 

・基本は子どもたちと一緒に過ごしながら、保育園生活の援助をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育園で働いてみませんか？ 


